
 

証紙等について 

 

Q1，証紙が余った場合は、建退共で証紙を買戻してもらえますか？ 

 

Ⓐ 共済証紙の買戻しの申し出ができるのは、中退法施行規則によ

り「特定業種退職金共済契約が解除されたとき」と定められており、

建退共との契約が解除となったとき以外は証紙の買戻しはできませ

ん。 

 

 


